
船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において、自宅のバリアフリー・断熱改修に要する費

用の一部を助成することにより、自宅内での転倒、ヒートショック等による事故を防止

し、住み慣れた住宅に安心して長く居住することができるよう支援することを目的とす

る。 

（対象者） 

第２条 助成を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。 

⑴  当該者が、次条に規定する住宅を所有し、自ら当該住宅に居住していること。 

⑵  当該者が市内に１年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。 

⑶ 当該者及びその同居する者の全員が、原則として、次のイ、ロ、ハに掲げる者でな

いこと。ただし、第４条に規定する対象工事のうち断熱改修については、該当の有無

を問わないものとする。 

 イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要支援又は要介護の認定を受け

ている者 

 ロ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚

生省令第１５号）別表第５号身体障害者障害程度等級表に定める１級又は２級の障

害を有する者 

 ハ 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和６２年障第３２９号）の規定により療育手帳

の交付を受けている者で、同要綱別表に定めるⒶの１からＡの２までの障害を有す

る者 

⑷ 過去にこの要綱による助成を同一の住宅で受けていないこと（過去にこの要綱によ

る助成を受けた時点において、当該住宅の所有者でなかった者を除く。）。 

⑸ 当該者が過去に同一の住宅で市の他の住宅改修費による補助金等の交付を受けてい

ないこと。ただし、第４条に規定する対象工事のうち断熱改修については、該当の有

無を問わないものとする。 

⑹ 当該者及びその同居する世帯の全員が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

規定する被保護者でないこと。 



⑺ 当該者が市税を滞納していないこと。 

⑻ 当該者及びその同居する世帯の全員が船橋市暴力団排除条例(平成２４年船橋市条

例第１８号)第２条第３号に規定する暴力団員等又は同条例第７条第１項に規定する

暴力団密接関係者でないこと。 

（対象住宅） 

第３条 この要綱により助成を受けるためには、次に掲げる住宅の要件を備えなければな

らない。 

⑴ 市内に既存する住宅であること。ただし、併用住宅の場合は、居住部分のみを対象

とする。また、共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とする。 

⑵ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令の基準に適合する住宅で

あること。 

（助成の範囲） 

第４条 助成の対象となる工事は、市内に本社、支店、営業所等を有する施工者又は対象

となる住宅の建設を行った施工者が行う３万円以上の工事のうち、別表に定めるものと

する。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、前条に規定する工事に要した費用（消費税を含む。）の額に１０分

の３を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額）とし、上限を８万円とする。 

２ 前項に規定する助成金は、租税特別措置法による特別税額控除及び地方税法による固

定資産税の減額措置の算定に係る工事費用から差し引くものとする。 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定め

る日までに、船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業助成申請書（第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 当該住宅を自ら所有していることを証する書類 

⑵ 建築基準法に適合することを証する書類 

⑶ 市税等助成要件確認同意書（第２号様式） 

⑷ 工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等を示す書類 

⑸ 工事予定箇所を記載した対象住宅の間取り図 



⑹ 工事予定箇所のカラー写真 

⑺ 施工者が市内に本社、支店、営業所等を有することがわかる書類又は対象となる住

宅を建設したことがわかる書類 

⑻ 代理人が申請を行う場合にあっては、委任状 

⑼ その他市長が必要があると認める書類 

（助成金の可否決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可

否を決定し、船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業助成可否決定通知書（第３号

様式）により申請者に通知するものとする。 

 （工事の時期） 

第８条 助成の対象となる工事は、前条に規定する助成の可否決定の通知を受けた日以後

に着手するものとし、当該着手した日が属する年度の３月末日までに完了させなければ

ならない。 

 （工事の変更） 

第９条 第７条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、工事の内

容に変更が生じた場合には、速やかに船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業内容

変更申請書（第４号様式）に変更内容を確認できる書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を

決定し、船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業内容変更可否決定通知書（第５号

様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 （工事の中止） 

第１０条 交付決定者は、助成の対象となる工事を中止する場合は、船橋市住宅バリアフ

リー・断熱改修工事中止報告書（第６号様式）により市長に報告しなければならない。 

 （実績報告書の提出） 

第１１条 交付決定者は、工事が完了した日から起算して２０日を経過する日又は助成金

の交付決定に係る会計年度が終了する日のうちいずれか早い日までに、船橋市住宅バリ

アフリー・断熱改修実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に報告し

なければならない。 

⑴ 領収書の写し 



⑵ 工事完了箇所のカラー写真 

⑶ 支払額の内訳を示す書類の写し（申請時から金額が変更となった場合のみ） 

⑷ その他市長が必要があると認める書類 

（助成金額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、助成す

べき額を確定し、船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業助成金額確定通知書（第

８号様式）により当該報告を行った者に通知するものとする。 

 （助成金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定により通知を受けた者に対し、口座への振込みにより助成

金を交付するものとする。 

（助成決定の取消し等） 

第１４条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段によって助成金の交付決定を受

けたと認める場合その他相当の理由があると認める場合は、助成金の交付決定を取り消

し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成の交付決定を取り消したときは、船橋市住宅バリアフ

リー・断熱改修支援事業助成金交付決定取消通知書（第９号様式）により、交付決定者

に通知する。 

３ 市長は、第１項の規定により助成金の返還を求めるときは、船橋市住宅バリアフリー・

断熱改修支援事業助成金返還請求書（第１０号様式）により交付決定者に請求するもの

とする。 

（関係書類の整備） 

第１５条 助成金の交付を受けた者は、船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業に係

る経費の収支を明らかにした書類を１０年間整備しておかなければならない。 

（取得財産等の処分の制限） 

第１６条 助成金の交付を受けた者は、当該取得財産等については、助成事業の完了後１

０年を経過するまでは、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し

てはならない。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則  



 この要綱は、平成２８年１０月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



別表 

 対象工事 基準 備考 

１ 手すりの設置 浴室、トイレ、脱衣所、

居室、玄関、階段、廊

下、スロープ等に新た

に手すりを設置する

工事 

１ 手すりは、適切な箇所、高さに設置す

ること 

２ 屋外については、敷地内の階段及びス

ロープに新たに手すりを設置した場合に

対象とする。 

３ 手すりの取り付けに伴う壁の下地補強

は、対象とする。 

２ スロープの設

置 

敷地内に新たにスロ

ープを設置する工事 

スロープの設置に際し、勾配に留意するこ

と 

容易に取り外せるものでないこと 

３ 浴室の改修 １ 浴槽のまたぎ高

さの改良工事 

２ 浴室の出入口の

段差解消工事 

１ 工事前の洗い場から浴槽の縁の高さが

５０㎝以上の場合に、４５㎝以下に改善

されること 

２ 出入口（ドア枠・敷居）から脱衣所への

段差が５㎜以下、浴室へ下がる段差が 

２０㎜以下となること 

４ 室間の段差解

消 

トイレ、脱衣所、居室、

玄関、廊下等の各室間

の段差を解消するた

めの工事 

各室間の段差（ドア枠・敷居を含む）が５㎜

以下であること 

ただし、玄関の内側から外側へ下がる段差

解消工事にあっては、２０㎜以下とする。 

５ 引戸等への変

更 

開戸を引戸、折戸、吊

戸等へ変更する工事 

扉の交換を対象とする（扉の撤去、ドアノ

ブの変更及び戸車の設置・交換は、対象外

とする。）。 

６ トイレの洋式

化 

和式便器から洋式便

器への取り替え工事 

１ 既に洋式便器を設置している場合は、

対象外とする。 

２ 便器の取り替えに伴う給排水設備工

事、床材の変更は、対象とする。 

３ 非水洗和式便器から水洗式洋式便器に

取り替える場合は、水洗化の部分は対象

外とする。 

７ 廊下等の拡幅 出入口（玄関、勝手口、

トイレ、浴室、脱衣所、

洗面所、居室等）又は

廊下を拡幅する工事 

１ 次の⑴又は⑵に掲げる工事を対象と

し、既に⑴又は⑵に規定する幅が確保さ

れている場合は、対象外とする。 

⑴ 出入口の有効幅を７５㎝以上に拡幅

する工事 

⑵ 廊下の有効幅を７８㎝以上に拡幅す

る工事 

２ 出入口の拡幅に伴う壁又は柱の改修工

事は、対象とする。 



８ 椅子式階段昇

降機の設置 

階段に椅子式階段昇

降機を設置する工事 

新規設置のみ対象とし、既に設置済みの場

合及び一部機器の交換は対象外とする。 

９ 断熱改修 窓、床、壁、天井、玄

関等の断熱性を高め

る工事 

次に掲げる方法により断熱性を高める工事

を対象とする。 

⑴ 内窓を追加取り付けする方法 

⑵ 高断熱の窓等に交換（窓枠ごと交換） 

する方法 

⑶ 複層ガラス等へ変更する方法 

⑷ 外気等に接する天井、壁、床、玄関に

新たに断熱材を施工する方法（断熱塗

装のみを行う場合を除く。） 

 


